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適切な価格転嫁の実現に向けた取組

 公正取引委員会は、価格転嫁円滑化に関する政府全体の施策「パートナーシップによる価値創造
のための転嫁円滑化施策パッケージ」（令和３年12月）に基づき、令和４年２月、下記の①又
は②に該当する行為が独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の一つに該当するおそれがある
ことを明確化。

独占禁止法Q&A（公正取引委員会ウェブサイト「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のＱ20）
取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、一方的に、著しく低い対価での取引を要請する場合には、

優越的地位の濫用として問題となるおそれがあり、具体的には、
① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において
明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと
② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、
価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

は、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある。

 独占禁止法Q&Aに該当する行為が疑われる事案等の把握のため、令和４年度に「緊急調査」、
令和５年度に「特別調査」を実施。

 令和５年度における調査の結果、原材料価格やエネルギーコストと比べて労務費の転嫁が進んで
いない結果となったことを踏まえ、令和５年11月に、内閣官房と公正取引委員会との連名で「労務
費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（労務費転嫁指針）を策定・公表。

 令和６年度に続き、令和７年度も労務費転嫁指針のフォローアップ調査を実施。
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発注者として採るべき行動／求められる行動

★行動①︓本社（経営トップ）の関与
 ①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、②経営トップが同方
針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応じ、経
営トップが更なる対応方針を示すこと。

本指針
の性格

 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。
 労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。
 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、

公正取引委員会において独占禁止法及び中小受託取引適正化法（取適法）に基づき厳正に対処することを明記。
 他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び中小受託取引適正化法（取

適法）上の問題が生じない旨を明記。

内容業種名

 全ての受注者に対し、社長名で労務費等の適切な転嫁に向けた取組方針に係る通知文書を送付し、当社の取組姿勢を誰
でも見ることができるように当該文書をホームページに掲載した。また、受注者が価格交渉を申し入れたにもかかわら
ず、担当事業所において価格協議の場を設けてもらえない、運賃引上げに関して明確な回答が得られないなどの受注者
からの問い合わせや相談に対応するため、ホームページのトップに価格改定に関する問い合わせフォームを設置した。
寄せられた情報については、本社で事実確認した上で、該当事業所に対応を指示している。

道路貨物
運送業

 パートナーシップ構築宣言の内容をホームページに掲載するだけでは、労務費の適切な転嫁のために積極的に取り組む
当社の姿勢を受注者に十分に周知できないことから、毎年、全ての受注者に対し、当社の方針等を記載した文書を送付
している。

生産用機械
器具製造業

 受注者が気兼ねすることなく取引価格の引上げを申し出ることができるように、調達担当社員は、メールの署名欄に、
パートナーシップ構築宣言のロゴと合わせて「価格を含めてお困り事があれば調達担当者へ御相談ください。」という
一文を記載している。

電気機械
器具製造業

 社長から、受注者に対して、発注者と受注者は共存共栄の関係にあることから、受注者は労務費等の上昇分について
しっかりと価格転嫁を行い、これをもって従業員の給与に還元してほしい旨を伝達した。技術サービス業

労務費の適切な転嫁に向けた取組事例（令和７年度調査）

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
（令和５年１１月策定、令和８年１月改正）
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★行動②︓発注者側からの定期的な協議の実施
 受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回など定期
的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して長年
同じ価格で更新されているような取引においては協議が必要であることに留意が必要である。

 協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにもかかわらずスポット取引であることを理由に協議する
ことなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用又は中小受託取引適正化法上の買いたたきとして、受注者から協
議の要請があった場合に、当該協議に応じず一方的に取引価格を据え置くことは、中小受託取引適正法上の協議に応じない一方的な
代金決定として、それぞれ問題となるおそれがある。

内容業種名

 毎年１回、数百社ある受注者全てに対して、価格転嫁の要望があれば申し出てほしい旨の文書を送付している。
受注者からは必ず受領確認の連絡を受けるようにしており、当該連絡がない場合には、文書送付後おおむね１か
月を目途として、電話などで状況確認を行っている。

情報サービス業

 毎年、全受注者に対して労務費等の価格上昇分について協議する旨を連絡している。当初、受注者は値上げを要
請すると仕事が無くなるのではないかと心配していたが、受注者に対してそのようなことは行わない旨をしっか
りと説明し、理解を得て進めた。

道路貨物
運送業

 毎年、全ての受注者に対して、価格転嫁を要請したか、協議の場は設けられたか、要請は受け入れられたかなど
についてのウェブアンケートを実施している。アンケート結果は、受注者ごとに取りまとめて状況を管理し、必
要に応じて社長に報告している。

生産用機械
器具製造業

 受注者からの見積単価が前年と同額である場合や当社の試算価格を下回る場合には、品質を確保する上でも、こ
れが妥当なものであるか受注者に確認することにしている。技術サービス業
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労務費の適切な転嫁に向けた取組事例（令和７年度調査）

発注者として採るべき行動／求められる行動

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
（令和５年１１月策定、令和８年１月改正）



★行動③︓説明・資料を求める場合は公表資料とすること
 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める
場合は、公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結
額やその上昇率など）に基づくものとし、受注者が公表資料
を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な
根拠のあるものとして尊重すること。

内容業種名

 協議を申し入れるメールに、公表資料を用いて値上げ根拠を明確化し、それについての説明文を添えるとス
ムーズに手続が行える旨を記載している。

道路貨物
運送業

 システム上で受注者との価格協議の進捗状況を確認しており、例えば、受注者からの価格転嫁の申請日から
一定期間経過しているにもかかわらず価格が変わっていない場合は、調達担当者に対し、受注者に必要以上
に資料を要求していないか確認し、必要のない情報を求めないよう指示するなどしている。

生産用機械
器具製造業

 受注者からの要請額に対して、当社として受け入れられない根拠が明確でない限り、満額で回答している。総合工事業

 取引価格の根拠としている設計業務委託等技術者単価は毎年改定されるため、契約期間が１年を超える案件
については、当社から受注者に連絡の上、都度協議し、新単価で再契約することにしている。技術サービス業

労務費の適切な転嫁に向けた取組事例（令和７年度調査）
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発注者として採るべき行動／求められる行動

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
（令和５年１１月策定、令和８年１月改正）



★行動④︓サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと
 労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプラ
イチェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行
うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引
価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのこと
を受注者からの要請額の妥当性の判断に反映させること。

★行動⑤︓要請があれば協議のテーブルにつくこと
 受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められ
た場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求め
られたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱い
をしないこと。

★行動⑥︓必要に応じ考え方を提案すること
 受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、
必要に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案するこ
と。

発注者として採るべき行動／求められる行動

内容業種名

 当社の発注業務をしっかりと遂行してもらう観点か
ら、受注者ごとの再委託先を一覧にまとめて把握し
ており、受注者との取引価格の決定に当たっては、
受注者と再委託先との取引において価格転嫁が適切
になされていることを必ず確認している。

情報サー
ビス業

内容業種名

 受注者からの要望を受け付ける窓口を設置しており、
当該窓口にて各種要望を随時受け付け、いつでも協
議に応じる体制を採っている。

パルプ・
紙・紙加
工品製造
業

内容業種名

 受注者から価格転嫁の方法等についての相談を受け
た場合には、事業者団体が公表している価格転嫁促
進のためのツールを用いるよう案内している。

プ ラ ス
チック製
品製造業

労務費の適切な転嫁に向けた取組事例（令和７年度調査）
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★行動②︓交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管
 価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること。

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

★行動①︓定期的なコミュニケーション
 定期的にコミュニケーションをとること。

★行動①︓相談窓口の活用
 労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公
共団体の相談窓口、中小企業の支援機関（全国の商工会議
所・商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に
情報を収集して交渉に臨むこと。

★行動②︓根拠とする資料
 発注者との価格交渉において使用する根拠資料としては、最
低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの
公表資料を用いること。

★行動③︓値上げ要請のタイミング
 労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年
に１回や半年に１回などの定期的に行われる発注者との価格
交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受注
者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁
忙期など受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機
会を活用して行うこと。

★行動④︓発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら
希望する額を提示

 発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希
望する価格を発注者に提示すること。

 発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけ
でなく、自社の発注先やその先の取引先における労務費も考
慮すること。

受注者として採るべき行動／求められる行動
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【下請法の相談件数の推移】

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
（令和５年１１月策定、令和８年１月改正）



（注1）発注者・受注者の立場を問わず、労務費転嫁指針について
「知っていた」と回答した割合。

《労務費転嫁指針の認知度》（注１） 《労務費の上昇を理由として取引価格の引上げ
が行われた割合》（注2）

（注2）受注者の立場で、「労務費の上昇分として要請した額について、
取引価格が引き上げられた」と回答した者の割合を、労務費転嫁
指針について「知っていた者」及び「知らなかった者」別に算出したも
の。

労務費転嫁指針のフォローアップの結果

 労務費転嫁指針の認知度は約60％と一定程度進んだが道半ば。労務費転嫁指針を
知っている事業者の方が、労務費の上昇を理由とする取引価格の引上げが実現しやすい
傾向に変わりはない。
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53.4％48.0%富山県
60.5％49.8%石川県
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58.2％45.0%静岡県
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《労務費の要請受諾率》（注）

令和７年度調査令和６年度調査

67.4% (5.0㌽上昇)62.4%

（注）この要請受諾率は、受注者が価格転嫁を要請した場合に、要請した額に対してどの程度取引価格が引き上げられたかを示すものであるが、そ
の要請額は、実際の労務費の上昇分の満額ではなく、上昇分のうち受注者が発注者に受け入れられると考える額に抑えられている可能性があ
ることに留意する必要がある。

（受注者の価格転嫁の要請額に対して引き上げられた金額の割合）

労務費転嫁指針のフォローアップの結果

 労務費の要請受諾率は令和６年度調査より上昇している。他方、労務費の要請受諾
率の状況をサプライチェーンの段階別にみると、製造業者等から一次受注者、一次受注
者から二次受注者等と段階を遡るほど、労務費の要請受諾率は低くなり、価格転嫁が十
分に進んでいない状況に変わりはない。

令和７年度調査令和６年度
調査サプライチェーンの段階

68.9% (2.4㌽上昇)66.5%需 要 者 ⇒ 製造業者等

67.4％ (6.4㌽上昇)61.0%製造業者等 ⇒ 一次受注者

62.3% (6.2㌽上昇)56.1%一次受注者 ⇒ 二次受注者

56.6％ (7.4㌽上昇)49.2%二次受注者 ⇒ 三次受注者

《サプライチェーンの段階別の労務費の要請受諾率》
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2026年1月施行︕~下請法は取適法へ~

改正ポイント
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① 協議に応じない一方的な代金決定の禁止（価格据え置き取引への対応）
代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止

② 手形払等の禁止 → 支払遅延に該当
対象取引において、手形払を禁止。その他の支払手段（電子記録債権、ファクタリング等）についても、
支払期日までに代金満額相当の現金を得ることが困難なものを禁止

③ 運送委託の対象取引への追加（物流問題への対応）
対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加

④ 従業員基準の規模要件への追加（下請法逃れ等への対応）
従業員数300人（役務提供委託等は100人）の区分を新設

⑤ 面的執行の強化
事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与。省庁間の相互情報提供に係る規定を新設。

規制の見直し

「下請」等の用語の見直し

主な改正事項 施行期日 令和８年１月１日

 共存共栄を目指す対等なパートナーとして取引適正化を推進
 サプライチェーン全体の付加価値向上を目指す

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等
の防止に関する法律下請代金支払遅延等防止法

略称︓中小受託取引適正化法
通称︓取適法

通称︓下請法

委託事業者親事業者
中小受託事業者下請事業者
製造委託等代金下請代金
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改正内容

【コスト上昇型】
従前の対価

引上げ後の対価

コスト
40円

コスト
90円

100円

110円

利益

新設 交渉プロセスに着目した規定買いたたき

【対価引下げ型】
従前の対価

引下げ後の対価

コスト
40円 100円

50円

利益

コスト
40円

改正理由

協議に応じない一方的な代金決定の禁止

対価に着目した規定

※コストアップに
見合わない引上げ幅

「市価」の認定が必要となる買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、中小受託事業者か
ら価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明を行わなかっ
たりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定を新設
する。

 コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一
方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての課題がみられる。

 そのため、適切な価格転嫁が行われる取引環境の整備が必要。

 委託事業者が、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応
じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること。
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運用基準
協議に応じない一方的な代金決定の禁止

「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委
託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事
業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定する
こと」により、「中小受託事業者の利益を不当に害」すること

中小受託事業者の給付に関し製造委託等代金の額に影響を及ぼし得る事情がある場合をい
い、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の高騰による中小受託事業者の給付に要す
る費用の変動のほか、従来の納期の短縮、納入頻度の増加や発注数量の減少等による取引
条件の変更、需給状況の変化、委託事業者から従前の代金の引下げを求められた場合など
の事情が含まれる。

「中小受託事業者の給付に関
する費用の変動その他の事情
が生じた場合」とは

中小受託事業者からの協議の求めを明示的に拒む場合のほか、例えば、協議の求めを無視
したり、協議の実施を繰り返し先延ばしにしたりして、協議の実施を困難にさせる場合を
含む。

「中小受託事業者が製造委託
等代金の額に関する協議を求
めたにもかかわらず、当該協
議に応じず」とは

中小受託事業者が求めた特定の事項について、その自由な意思により製造委託等代金の額
を決定するために必要な説明又は根拠となる情報の提供をしないことをいう。委託事業者
が必要な説明及び情報の提供をしたか否かは、中小受託事業者の給付に関する事情の内容、
中小受託事業者が求めた事項、これに対し委託事業者が提示した内容及びその合理性、中
小受託事業者との間の協議経過等を勘案して総合的に判断する。

「中小受託事業者の求めた事
項について必要な説明若しく
は情報の提供をせず」とは

•中小受託事業者の自由な意思による価格交渉を経ずに代金の額を設定することをいい、
前述のように、協議に応じず又は必要な説明若しくは情報の提供を行わずに、製造委託
等代金の額が定められた場合が該当する。

•「決定」には、代金を引き上げ、又は引き下げることのほか、据え置くことも含まれる。

「一方的に製造委託等代金の
額を決定すること」とは

12




